
大和市公告第１９号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７２条第１項の規定に基づき、コートアベニューつ

きみ野建築協定に係る公開による意見の聴取を次のとおり行う。 

  令和５年２月１６日 

大和市長 大 木  哲 

 

１ 日  時  令和５年３月３日（金）午後１時から 

２ 場  所  大和市下鶴間５０４番地１ 

大和市コミュニティセンター公所会館２階休養室  


